
(証券コード 7707)

2024年９月11日

（電子提供措置の開始日2024年９月５日）

株 主 各 位
千 葉 県 松 戸 市 上 本 郷 88 番 地

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
代表取締役社長 田 島 秀 二

第39回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げ

ます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社

ウェブサイトに「2024年6月期 第39回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置

事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.pss.co.jp/ir/

また、電子提供措置事項は、上記の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東

証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本

情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

本総会へのご出席については、開催日時点での感染症流行状況やご自身の健康状態

を考慮いただき、ご検討いただきますようお願い申し上げます。また、会場の座席は

適切な間隔を空けた配置とすることから、ご用意できる座席数が限られております。

そのため、満席となりました場合は、当日ご来場いただきましてもご入場をお断りす

る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」

をご検討いただき、議決権行使についてのご案内（３～４頁）に記載の方法により、

2024年９月26日（木曜日）午後5時までに議決権を行使してください。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年９月27日（金曜日）午後１時

（開場：正午）

2. 場 所 東京都台東区上野公園４番58号

上野精養軒 ３階 桜の間

3. 目的事項

<報告事項> １ 第39期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結

果報告の件

２ 第39期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）計算書類報告

の件

<決議事項>

第１号議案 取締役４名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件

第３号議案 会計監査人選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

●本総会において、お土産の配布、飲料の提供はいたしません。

(1) 各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取

り扱いいたします。

(2) 代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付に

ご提出ください。なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主１名

とさせていただきます。

以上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容

を掲載させていただきます。

◎株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記

の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、

監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

①連結計算書類の連結注記表及び連結株主資本等変動計算書

②計算書類の個別注記表及び株主資本等変動計算書

以上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様に認められる株主全体の意思決定に関する重

要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご参照の上、議決権を

ご行使いただきますようお願い申し上げます。議決権の行使方法には以下の３つの方

法がございます。

代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主

総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承

ください。

書面による議決権の行使において、議案につきまして賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があ

ったものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等

による行使を有効なものといたします。また、インターネット等により複数回、議決権を行使され

た場合は、最後の行使を有効なものといたします。

株主総会への出席による議決権の行使

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参

いただくとともに同封の議決権行使書用紙をご持参いた

だき、会場受付にご提出ください｡

2024年９月27日（金曜日）
午後１時開会

開催日時

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い

ただきご送付ください。

書面（議決権行使書用紙）による議決権の行使

2024年９月26日（木曜日）
午後５時までに到着

行使期限

次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご

確認いただき議決権をご行使ください。ご不明な点がご

ざいましたら、次頁「４．お問い合わせ先」に記載のみ

ずほ信託銀行 証券代行部へお問い合わせください。

電磁的方法（インターネット）による議決権の行使

2024年９月26日（木曜日）
午後５時まで

行使期限
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同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へ

アクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力ください（ID・パスワードのご入力は不要です）。

｢スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

「議決権行使ウェブサイト」（下記 URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コー

ド及びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。なお、セキュリティ確保の

ため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発

行いたします。

パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすること

はございません。

パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがって

お手続きください。

行使期限は 2024 年９月26日（木曜日）午後５時までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早

めの行使をお願いいたします。

「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記２．に記載の方法でご

修正いただきますようお願い申し上げます。

郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複され

た場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットに

より複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。

インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器

にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によって

はご利用いただけない場合があります。

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部まで

お問い合わせください。

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

0120-768-524（年末年始を除く 9：00～21：00）

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

2024年9月26日（木曜日）午後5時まで

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使期限

5

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

１．「スマート行使」による方法

２．ID・パスワード入力による方法

３．ご注意

４．お問い合わせ先

スマートフォンでの議決権行使は
「スマート行使」をご利用下さい
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事 業 報 告

（ 2023年７月１日から
2024年６月30日まで ）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的にはウクライナを取り巻く情勢

の長期化やインフレの継続、中国の景気減速等がグローバルな経済活動に影響を

与えており、依然として経済状況につき予断を許さない状況が続いております。

バイオ検査装置業界においても例外ではなく、物資の単価高騰や人件費、運送

費の高騰により、経営環境はより一層、厳しさを増しております。

このような状況の中、当社グループは第39期第２四半期決算短信にてご報告申

し上げた第39期下期経営方針及び本年３月28日付で公表しました「当社グループ

の事業の抜本的改善策の実施に関するお知らせ」でご報告申し上げた基本方針に

沿って、当社グループ全体の収益構造強化のための具体的計画を立案し、実行し

てまいりました。

当連結会計年度は、売上高は3,979百万円(前年同期比24.6％減)、売上総利益は

950百万円(前年同期比29.6％減)となりました。主な前年同期比減収減益要因とし

ては、自社ブランド製品販売においては、コロナ禍の収束に伴うPCR検査数の減少

及び市場への新製品投入の遅れ、OEM製品販売においては、北米の取引先の経営悪

化に伴う注文調整による減少、世界的な海上輸送の遅延の影響による取引先への

納入遅延、及び糖鎖解析及びHPV検査事業においては立上げ準備に時間を要したこ

とによります。また、収益構造強化の一連施策の中で長期滞留在庫等に対する棚

卸評価損を計上したことも、売上総利益の押下げ要因となりました。

一方、費用面では、下期において販売管理費の大幅な削減施策に社員一丸で取

り組み、販売費及び一般管理費は、1,906百万円(前年同期比22.6％減)となりまし

た。これらの結果、営業損失は956百万円(前年同期の営業損失1,112百万円)とな

りました。

経常損失は1,010百万円(前年同期の経常損失1,141百万円)となり、また、事業

の抜本的改善策の一環としての大館試薬センターへの核酸抽出試薬製造事業統合

及び他の事業拠点の統廃合等の過程における固定資産の減損損失計上、並びに事

業構造改善策の実施に係る事業構造改善費用の計上などにより、親会社株主に帰

属する当期純損失につきましては、1,121百万円(前年同期の親会社株主に帰属す

る当期純損失1,324百万円)となりました。
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売上構成は、次のとおりであります。

（構成別売上高）

2023年６月期
（前連結会計年度）

2024年６月期
（当連結会計年度） 対前期

増減率
金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

装置 1,942 36.8 1,870 47.0 △3.7

試薬・消耗品 2,442 46.3 1,430 35.9 △41.4

メンテナンス関連 415 7.9 468 11.8 12.9

受託製造・受託検査 477 9.1 210 5.3 △56.0

合計 5,278 100.0 3,979 100.0 △24.6

① 装置

当連結会計年度は、売上高は1,870百万円(前年同期比3.7％減)となりました。詳

細は、以下のとおりであります。

(a) ラボ(研究室)向け自動化装置

当区分は、従来より事業展開している核酸自動抽出装置を中心としたラボ向けの

各種自動化装置の販売に関する区分であります。

当連結会計年度は、売上高は344百万円(前年同期比48.6％減)となりました。

(b) 臨床診断装置

当区分は、遺伝子を利用した臨床診断分野向けの装置の販売に関する区分であり

ます。

当連結会計年度は、売上高は1,525百万円(前年同期比19.9％増)となりました。

② 試薬・消耗品

当区分は、当社装置の使用に伴い消費される核酸抽出及びPCR検査等に用いる試薬

等、並びに反応容器などの専用プラスチック消耗品の販売に関する区分でありま

す。

当連結会計年度は、売上高は1,430百万円(前年同期比41.4％減)となりました。
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③ メンテナンス関連

当区分は、装置メンテナンスやスペアパーツ(交換部品)販売などの区分でありま

す。主要なOEM先は、OEM先が自社でメンテナンス対応しておりますが、スペアパ

ーツは当社から購入する契約となっております。

当連結会計年度は、売上高は468百万円(前年同期比12.9％増)となりました。

④ 受託製造・受託検査

当区分は、製造工場であるエヌピーエス㈱が実施している、当社以外の外部から

の受託製造事業の区分及び当社受託検査の区分であります。

当連結会計年度は、売上高は210百万円(前年同期比56.0％減)となりました。

2. 設備投資の状況

当連結会計年度におきましては、総額44百万円の設備投資を実施いたしました。

その主な内容は、建物、工具器具、ソフトウェア等によるものであります。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては長期借入金2,499百万円を返済しております。

4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当する事項はありません。

5. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当する事項はありません。

6. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当する事項はありません。

7. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当する事項はありません。
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8. 対処すべき課題

当社の経常損益は、残念ながら、第36期の770百万円をピークに下落し、当連

結会計年度においては△1,010百万円となり、第39期においても無配当とさせて

いただくこととなりました。株主の皆様に対して、率直にお詫び申し上げます。

当社グループは、事業の運営体制の全体を徹底的に分析して見直し、次に掲

げる課題を解決して、社会に貢献する、夢のある企業に育ててまいります。

①当社グループの中核を成すOEM事業及びODM事業に注力する。

②お客様のニーズを正確に把握し、確かな品質とユニークな発想で、競争力の

ある高付加価値製品をタイムリーにお届けする。

③適正価格での調達、製造、販売により、営業黒字を早期に定着させる。

④知恵、個性、やる気に満ちた活気ある職場づくりを推進する。

特に、第40期においては、第39期下期より具体的に着手し実行中である「事

業の抜本的改善策」を推進し、以下の計画を中心に実施してまいります。

①組織運営体制の再構築

②当社グループの事業拠点の移転統廃合

③サプライチェーンの合理化および最適化の推進

④販売管理費及び外部委託業務の適正管理

⑤パートナー企業と実行する各プロジェクトの着実な推進

これらの施策を着実に実行していくことで、早期に黒字化を実現し、株主の

皆様に還元できるようになると確信しています。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い

申し上げます。
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9. 継続企業の前提に関する重要事象等

当連結会計年度において、コロナ禍の収束傾向を受けた海外販売の減少に加え、

日本国内においても新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染症法上の分類

が2023年５月８日より５類へ移行した影響を受けたことにより、日本国内におけ

る自社ブランド製品である全自動PCR検査装置及びそれに付随する専用試薬・消耗

品の販売が減少し、売上高が著しく減少しました。

一方で、大館試薬センター第二工場に対する投資に伴う減価償却費負担の増加

や新製品開発投資に伴う費用負担の増加及びコロナ禍の収束傾向を受けて、一部

製品の評価損や一部設備の減損損失を計上した結果、当連結会計年度は、２期連

続して重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上しました。

これにより、一部の金融機関と締結している借入契約の財務制限条項に抵触し、

長期借入金に係る期限の利益を喪失することとなりました。

これらの状況から、当連結会計年度末日時点においても、依然として、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

これに対して、当社グループでは、当該状況を解消すべく、経営方針を全面的

に見直して第39期下期経営方針を定め、会社を挙げて以下の様々な事業の抜本的

改善策を策定して取り組んできた結果、その改善効果が着実に現れてきておりま

す。

①事業の抜本的改善策について

役員報酬削減を初めとする人件費削減、外部委託業務の見直し、拠点の移転統

廃合等、様々な施策を実施し、グループ収益力向上を図っております。

②事業の収益改善策について

従来より強固な協力関係にあり、第39期においては当社グループの売上の約40

％強を構成するELITechGroupとの５年間のOEM製品供給契約の締結合意により、装

置、試薬、消耗品の収益改善につながっております。

また、このことにより、サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補

助金を活用して建設した、大館試薬センター第二工場の稼働率の大幅な向上が見

込まれ、製品供給能力の向上と製造原価率の低減が図られ、利益率も改善される

ことにより、第40期以降の利益確保の基盤が整いつつあります。
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③資金調達及び財務制限条項対応

資金面では、メインバンクを中心に既存取引銀行と緊密な関係を維持しており、

今後も継続的な支援が得られるものと考えております。当社子会社であるエヌピ

ーエス㈱のメインバンクとは2024年６月末返済期限の短期借入金について、及び

当社のメインバンクとは2024年８月23日返済期限の短期借入金について、それぞ

れ借換えを行いました。これにより、当面の間の運転資金及び投資資金において、

資金繰りに重要な懸念は無いと判断しております。

なお、財務制限条項に抵触している長期借入金260百万円については、期限の利

益の喪失に係る権利行使を免除していただくよう協議中であります。また、当社

グループは第39期末において現金及び預金残高1,915百万円を有しており、期限の

利益の喪失となった場合でも弁済可能であり、資金繰りに問題はありません。

従いまして、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況は

存在するものの、重要な不確実性は認められないものと判断しております。

10. 財産及び損益の状況

区 分
第36期

(2021年６月期)
第37期

(2022年６月期)
第38期

(2023年６月期)

第39期
(2024年６月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(千円) 9,298,741 7,434,287 5,278,321 3,979,954

経常利益又は経常損失(△)(千円) 770,932 175,774 △1,141,540 △1,010,441

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失(△)

(千円) 795,985 45,337 △1,324,290 △1,121,480

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) 29.25 1.64 △47.93 △40.59

純 資 産(千円) 6,578,594 6,512,185 5,222,045 4,142,850

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 237.78 235.68 188.99 149.93

総 資 産(千円) 11,568,807 11,410,350 9,761,545 6,396,535
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11. 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金又は出資金 当社の議決権比率 主要な事業内容

（連結子会社）
Precision System Science
USA, Inc.

US$ 6,579,537.95 100.0 ％
当社製品の米国市場向け販
売等

（連結子会社）
Precision System Science
Europe GmbH

EUR 1,000,000.00 100.0 ％
当社製品の欧州市場向け販
売等

（連結子会社）
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱

35百万円 100.0 ％ 知的財産管理・研究開発

（連結子会社）
エヌピーエス㈱

80百万円 100.0 ％
電子機器、計測機器、自動
制御装置等の製造販売

12. 主要な事業内容（2024年６月30日現在）

バイオ分野における検査・診断システムの開発及び製造販売等。

このうちに、装置及びソフトウェア・試薬・消耗品・メンテナンス・受託検査

等を含みます。

なお、主な売上区分は、以下のとおりであります。

①装置

②試薬・消耗品

③メンテナンス関連

④受託製造・受託検査

13. 主要な拠点等（2024年６月30日現在）

(1) 当社

プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 本社 千葉県松戸市

(2) 子会社

Precision System Science USA, Inc. 米国カリフォルニア州

Precision System Science Europe GmbH ドイツ マインツ市

ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱ 千葉県松戸市

エヌピーエス㈱ 秋田県大館市

― 11 ―

2024年08月26日 14時12分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



14. 使用人の状況（2024年６月30日現在）

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

158(12）名 減41（ 減１ ）名

(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、派遣社員を含む）は、（ ）
内に平均人数を外書で記載しております。

15. 主要な借入先（2024年６月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

(株)千葉銀行 575,932

(株)秋田銀行 326,033

(株)三井住友銀行 194,640

(株)常陽銀行 71,681

(株)みずほ銀行 37,932

16. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

Ⅱ．株式に関する事項（2024年６月30日現在）

1. 発行可能株式総数 68,480,000株

2. 発行済株式の総数 27,666,900株

3. 株主数 15,325名 （前期末比 2,685名減）

4. 大株主（上位10位）

株 主 名 所有株式数（株） 持株比率（％）

田島 秀二 4,607,600 16.67

株式会社 日立ハイテク 2,310,000 8.36

有限会社 ユニテック 1,200,000 4.34

ナガシマ通商株式会社 570,300 2.06

田中 正勝 540,100 1.95

株式会社 ＳＢＩ証券 412,474 1.49

小玉 博之 185,400 0.67

ＪＰモルガン証券株式会社 179,766 0.65

高山 茂 138,700 0.50

石田 勇 135,000 0.48

(注) 1. 「持株比率」については、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式（35,527株）を控除して計算しております。
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5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当する事項はありません。

6. その他株式に関する重要な事項

該当する事項はありません。

Ⅲ．新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度末日において当社役員が有する職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況

該当する事項はありません。

2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状

況

該当する事項はありません。

3. その他新株予約権等に関する事項

該当する事項はありません。
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Ⅳ．会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の状況（2024年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 田 島 秀 二

有限会社ユニテック代表取締役社長
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社代表取締役社長
Precision System Science USA,Inc.取締役
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長
株式会社PF･BioLine代表取締役社長

専 務 取 締 役 池 田 秀 雄
技術統括担当
エヌピーエス株式会社代表取締役社長
株式会社PF･BioLine取締役

常 務 取 締 役 古 川 昭 宏
営業・SCM担当
Precision System Science USA,Inc.CEO

取 締 役 田 中 英 樹
経営企画、新規事業立上げ担当
株式会社PF･BioLine取締役

取 締 役 澤 上 一 美
学術・試薬開発・UBR担当
学術部長
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社取締役

取 締 役 増 田 隆 一
総務・経理・財務・IR担当

総務部長

取 締 役 荻 原 大 輔
荻原公認会計士事務所 公認会計士、税理士

エヌピーエス株式会社監査役

常 勤 監 査 役 部屋 健太郎 部屋公認会計士事務所 公認会計士、税理士

監 査 役 本島 佳代子 小池・本島法律事務所 弁護士

監 査 役 鈴 木 泰 浩 鈴木泰浩公認会計士事務所 公認会計士、税理士

(注) 1. 荻原大輔氏は社外取締役であります。
2. 部屋健太郎氏、本島佳代子氏、鈴木泰浩氏は社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役荻原大輔氏、社外監査役部屋健太郎氏、本島佳代子氏、鈴木泰浩氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 社外監査役本島佳代子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を

有するものであります。
5. 社外監査役鈴木泰浩氏及び社外監査役部屋健太郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有

しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 当事業年度中に生じた取締役及び監査役の地位及び重要な兼職の状況の異動は、次のとお

りであります。
(1) 就任

2023年９月28日開催の第38回定時株主総会において、増田隆一氏が取締役に新たに選任
され就任いたしました。

(2) 退任
2024年１月31日をもって、常勤監査役であった高橋達雄氏が退任し、2024年２月１日を

もって、非常勤の監査役であった部屋健太郎氏が常勤監査役に就任いたしました。本異動
の前後において部屋健太郎氏は継続して社外監査役であり、上記注記3.の届け出内容に異
動はありません。
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7. 当事業年度末日後の取締役又は監査役の異動
(1) 就任

該当事項はありません。
(2) 退任

該当事項はありません。
(3) 取締役の担当の異動

該当事項はありません。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよ

うにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役及び社外監査役

との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を

定款に定めております。

本規定に基づき、当社は、社外取締役１名及び社外監査役３名と会社法第427

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、４百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額

であります。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締

役、監査役(外部の会計監査人を除く)、関連子会社の取締役、執行役員であり、

被保険者は保険料を負担しておりません。

被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請

求を受けたことにより被保険者が負担することになる損害を300百万円を限度と

して当該保険契約により填補することとしております。

4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

当社は、2021年９月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容に係る基本方針（以下「基本方針」といいます。）を以下のとおり決議し

ております。

(1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を

株主、社員、役員と三位一体となって実現をするため当該取締役の意欲を高め

ることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系とし、個々の取締

役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。
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当社は、取締役（社外取締役を除く）の報酬を、固定報酬としての基本報酬

及び変動報酬としての業績連動型報酬と譲渡制限付株式により構成し、社外取

締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととし

ています。なお、取締役（社外取締役を除く）に対する変動報酬の支給は株主

への配当実施を前提とします。

(2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の金銭報酬の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支

給され、毎月の定期同額給与(基本報酬)及び年１回の業績連動型報酬(賞与)に

より構成されています。

定期同額給与については、取締役会にて定めた役員報酬規程に基づき、役位

別に基準額を定め、在籍年数や業績を勘案の上、基準額の範囲内で支給してお

り、その内容は取締役会で審議され決定されます。なお、業績連動型報酬は社

員への追加賞与支給と株主への配当を前提としており、その指標としては、重

要な会社経営目標指標である連結営業利益を対象としています。

(3) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2021年９月28日開催の第36回定時株主総会において

固定報酬枠と連結営業利益の５％以内の業績連動型の変動報酬枠を含めた金銭

報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役は固定報酬のみで年額20百万円以

内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名

（うち、社外取締役は１名）です。また、同じく第36回定時株主総会において新

たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記報酬枠とは別枠で(社外取締役を除

く)対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定

めに服する当社普通株式を付与するための非金銭報酬を支給することにつき年

額100百万円以内と決議されております。

監査役の報酬限度額は、2021年９月28日開催の第36回定時株主総会において、

年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役

の員数は３名です。

(4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長田島秀二が

取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
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その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定です。これらの権限を委任

した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取

締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系

を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役社長に個

人別の報酬額の具体的内容を決定させることが適当であると判断したためです。

(5) 当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもので

あると取締役会が判断した理由

当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、

代表取締役社長において、社外取締役の意見を得た上で、役員報酬規程に基づ

き、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしており、当該手続を経

て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、当社取締役会はその内

容が決定方針に沿うものであると判断しています。

(6) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)
基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
(うち社外取締役)

89,948
(6,000)

89,948
(6,000)

－ －
７

(１)

監査役
(うち社外監査役)

11,000
(8,200)

11,000
(8,200)

－ －
４

(３)
(注) 使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額（賞与を含む）及びその他報酬等について

は含めておりません。

(7) 業績連動型報酬等に関する事項

業績連動型報酬の指標としては、重要な会社経営目標指標である連結営業利

益を対象とし、連結営業利益の５％を業績連動報酬の原資(50百万円が上限)と

しております。上記原資を対象取締役の役職に応じて付与されたポイント数(社

長200ポイント、副社長175ポイント、専務150ポイント、常務125ポイント、取

締役100ポイント)で割り振り計算した金額が各々の業績連動型報酬となります。

連結営業利益の内容は25頁でご案内いたします。
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(8) 非金銭報酬等の内容

非金銭報酬支給の原資は連結当期純利益の10%以内とし、毎年１回、取締役会

決議を経て、対象者に対して普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当てを行い

ます。当該株式報酬の内容は普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲

渡制限解除は３年以上を原則とします。そして、譲渡制限付株式の付与のため

に支給する金銭報酬債権は年額100百万円以内とし、当社の普通株式について発

行又は処分を受ける当社の普通株式総数は年200千株以内とします。なお、その

交付状況は「Ⅱ.5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した

株式の状況」に記載のとおりです。

5. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

氏 名 他の法人等の重要な兼職の状況

荻 原 大 輔 荻原公認会計士事務所 公認会計士、税理士、エヌピーエス株式会社監査役

部 屋 健 太 郎 部屋公認会計士事務所 公認会計士、税理士

本 島 佳 代 子 小池・本島法律事務所 弁護士

鈴 木 泰 浩 鈴木泰浩公認会計士事務所 公認会計士、税理士

(注) 1. 荻原大輔氏の重要な兼職先であるエヌピーエス株式会社は当社の連結子会社であり、
同社と当社との間には営業取引等があります。

2. 上記注記1.を除き、各社外役員の各兼職先と当社との間には特別の関係はありませ
ん。
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(2) 当事業年度における主な活動内容

氏 名 地 位 主な活動内容及び期待される役割に関して行った職務の概要

荻 原 大 輔 社外取締役

当事業年度開催の取締役会に14回中14回へ出席、取締役会におい
ては、主に会計・税務の専門的知見を活かしたアドバイスを都度
行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

部 屋 健太郎 社外監査役

当事業年度開催の取締役会14回中13回へ出席、また、監査役会に
12回中12回へ出席。取締役会においては、主に会計・税務の専門
家としての見地から意見を述べるなど、取締役の意思決定の適正
性を確保するための質問、助言を適宜行っております。監査役会
においては、社外監査役として行った監査の報告を行い、他の監
査役が行った監査について適宜質問するとともに、社外の立場か
ら意見を述べております。

本 島 佳代子 社外監査役

当事業年度開催の取締役会に14回中14回へ出席、また、監査役会
に12回中11回へ出席。取締役会においては、主に法律の専門家と
しての見地から意見を述べるなど、取締役の意思決定の適正性を
確保するための質問、助言を適宜行っております。監査役会にお
いては、社外監査役として行った監査の報告を行い、他の監査役
が行った監査について適宜質問するとともに、社外の立場から意
見を述べております。

鈴 木 泰 浩 社外監査役

当事業年度開催の取締役会に14回中14回へ出席、また、監査役会
に12回中12回へ出席。取締役会においては、主に会計・税務の専
門家としての見地から意見を述べるなど、取締役の意思決定の適
正性を確保するための質問、助言を適宜行っております。監査役
会においては、社外監査役として行った監査の報告を行い、他の
監査役が行った監査について適宜質問するとともに、社外の立場
から意見を述べております。

Ⅴ．会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

ＯＡＧ監査法人

2. 会計監査人の報酬等の額

区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 48,854千円

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の額 48,854千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事
業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断をいたしました。
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3. 子会社の会計監査人の状況

該当する事項はありません。

4. 責任限定契約の内容の概要

当社は、会計監査人との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契

約を締結できる旨を定款に定めております。

本規定に基づき、当社は、会計監査人であるＯＡＧ監査法人と会社法第427条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は、４百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額でありま

す。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

5. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

6. 補償契約の内容の概要

該当する事項はありません。

Ⅵ．業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則で定める「業務の適正を確保するための体制」

について、取締役会において決議しております。その概要は、以下のとおりであり

ます。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

(1) コンプライアンスに係る社内規程を定め、統括責任者を任命するとともに、

コンプライアンス担当部門を設置する。

(2) コンプライアンス担当部門は、取締役及び使用人に法令及び定款並びに関連

規程等の遵守を周知徹底することにより、コンプライアンス体制の構築及び

向上を推進する。

(3) 社長直属の内部監査室は、監査計画に基づき、監査役会、会計監査人と連携、
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協力のもと、業務遂行、コンプライアンスの状況等について監査を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に関する情報は、社内規程に定めるところにより、文書

又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）に記載又は記録し、適切に保存

及び管理する。

(2) 取締役及び監査役は、社内規程に定めるところによりこれらの文書等を閲覧

できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) コンプライアンス、安全、災害、業務、情報セキュリティー等に係るリスク

については、「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理規程に基づく管理体

制を構築し、対処する。

(2) 各部門の担当業務に付随するリスクについては、必要に応じて、当該部門に

おいて個別規程、マニュアルの整備、研修の実施等を行う。

(3) 各部門は、自律的な管理を行うとともに、発生しうるリスクの洗い出し及び

その軽減に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、毎期、年次予算及び事業部門ごとの業績目標を設定する。

(2) 各部門を担当する取締役は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限配分

を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。

(3) 会社は、取締役会を原則として月１回開催し、経営上の重要事項の決定及び

業務執行状況の監督を行う。

各取締役は、取締役会に月次業績を報告する。取締役会は、この結果をレビ

ューし、目標に対する評価・分析を行い、必要に応じて改善もしくは目標の

修正を行う。取締役会の決定事項その他業務上の指示、命令等は、職制を通

じて、速やかに伝達される体制を整備する。

(4) 社内規程に基づき、各役職員の権限と責任を明確化し、効率的な職務の執行

を図る。
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5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社管理に係る社内規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、定期的に

業務遂行状況等の報告を受けるとともに、重要事項については事前に協議を

行う。

(2) グループ全体における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項

を発見し是正することを目的として、コンプライアンス規程の範囲をグルー

プ全体とする。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

監査役が補助スタッフの設置を求めた場合には、その人数と具備すべき能力、

権限、属する組織、監査役の指揮命令権などを取締役との間で協議の上、決定す

ることとする。

7. 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人の任命・異動、人事評価、懲戒処分等について

は、監査役会の同意を得るものとする。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グル

ープに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその内容、その他各監

査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やか

に報告、情報提供を行うものとする。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

(2) 監査役は、その職務を遂行する上で必要と判断するときは、監査役会におい

て協議の上、独自に弁護士・会計士等の外部専門家に委嘱できる。

(3) 監査役会は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人及び内部監査

室と協議又は意見交換を行う。

(4) 監査役会は、監査報告会を開催し、定期的に代表取締役社長と意見交換を行

う。
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10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の記載を適切に行う

ため、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに同実施基準」に準

じ、当社及び当社グループ会社の財務報告の適正性を確保する内部統制を整備・

運用する。

11. 反社会的勢力を排除するための体制

(1) 当社は、コンプライアンス規程において、「反社会的勢力との関係を遮断し、

違法・不当な要求を排除する」と定めており、不当な要求には毅然とした態

度で臨み、反社会的勢力の排除に全社を挙げて取り組む。

(2) 平素より、警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、情報の共有

化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

（上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置して

おります。取締役会は１名の社外取締役を含めた７名の取締役で構成されており、

監査役会は１名の常勤監査役を含む３名の社外監査役で構成されています。

当社は、取締役会において内部統制基本方針の見直しを定期的に行い、その後

の実施状況を毎月開催する定例の取締役会で報告する体制をとっており、子会社

を含む当社グループの業務の執行状況が当社取締役会で報告されることにより、

社外監査役が独立した立場から当社グループの経営に関する監視ができる体制を

整備しております。

また、常勤監査役は、当社取締役会のほか経営会議等の社内の重要会議に出席

するとともに、取締役等から直接業務執行の状況について聴取を行い、業務執行

の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整

備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。その他、監査役会

を定期的に開催し、会社全体の経営監視体制の強化及び向上を図っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年６月30日現在）

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

4,609,933

1,915,220

650,159

742,802

39,472

912,643

216,942

133,494

△801

1,786,602

1,580,996

932,226

320,150

93,767

229,938

2,944

1,969

138,494

138,494

67,111

55,172

11,939

流 動 負 債 1,958,884

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 381,677

短 期 借 入 金 800,000

１年内返済予定の長期借入金 276,960

未 払 法 人 税 等 12,359

賞 与 引 当 金 44,055

製 品 保 証 引 当 金 10,000

事 業 構 造 改 善 引 当 金 207,757

そ の 他 226,074

固 定 負 債 294,801

長 期 借 入 金 289,673

長 期 未 払 金 1,130

繰 延 税 金 負 債 1,974

そ の 他 2,024

負 債 合 計 2,253,685

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,060,490

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 5,697,906

利 益 剰 余 金 △1,714,079

自 己 株 式 △23,337

その他の包括利益累計額 82,360

為 替 換 算 調 整 勘 定 82,360

純 資 産 合 計 4,142,850

資 産 合 計 6,396,535 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,396,535
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2023年７月１日から
2024年６月30日まで ）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

受 取 利 息

為 替 差 益

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

支 払 手 数 料

持 分 法 に よ る 投 資 損 失

そ の 他

経 常 損 失

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

国 庫 補 助 金

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損

固 定 資 産 除 却 損

減 損 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損

事 業 構 造 改 善 費 用

そ の 他

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失

3,979,954

3,029,577

950,376

1,906,622

956,246

1,551

5,417

7,660 14,629

31,570

5,538

26,013

5,703 68,824

1,010,441

4,570

2,018,816 2,023,386

7,316

5,953

161,488

1,451,606

477,406

11,577 2,115,349

1,102,403

7,606

11,470 19,077

1,121,480

1,121,480
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連結株主資本等変動計算書

（ 2023年７月１日から
2024年６月30日まで ）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2023年７月１日残高 4,643,722 1,154,184 △592,598 △23,334 5,181,973

連結会計年度中の変動額

資本金から剰余金への振替 △4,543,722 4,543,722 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△1,121,480 △1,121,480

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 △4,543,722 4,543,722 △1,121,480 △2 △1,121,482

2024年６月30日残高 100,000 5,697,906 △1,714,079 △23,337 4,060,490

その他の包括利益累計額
純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

2023年７月１日残高 40,072 40,072 5,222,045

連結会計年度中の変動額

資本金から剰余金への振替 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△1,121,480

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

42,287 42,287 42,287

連結会計年度中の変動額合計 42,287 42,287 △1,079,195

2024年６月30日残高 82,360 82,360 4,142,850
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連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 Precision System Science USA, Inc.

Precision System Science Europe GmbH

ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱

エヌピーエス㈱

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の数 １社

関連会社の名称 株式会社PF・BioLine

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は原則として総平均法による原

価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４

月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
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また、在外連結子会社は定額法を採用しております。なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～38年

機械装置及び運搬具 ４～８年

工具、器具及び備品 ２～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収

不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 製品保証引当金

製品の無償修理費用に備えるため、特定の製品について個別に算出した修

理費用の見込額を計上しております。

④ 事業構造改善引当金

事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生の見込

額を計上しております。

4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社は確定拠出年金制度を採用しております。
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5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識してお

ります。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な事業における主な

履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常

の時点）は以下のとおりであります。

当社グループは自動化システムインテグレーションサービスの製造販売を主

な事業とし、完成した製品を顧客に販売することを主な履行義務としておりま

す。

国内販売は出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通

常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売につ

いては、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に

移転した時点で収益を認識しております。

6) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社はグループ通算制度を適用しております。

2. 会計方針の変更

該当する事項はありません。
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3. 会計上の見積りに関する事項

(固定資産の減損損失)

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

当連結会計年度

有形固定資産 1,580,996

無形固定資産 138,494

投資その他の資産 405

減損損失（処分予定資産及び遊休資産） 161,488

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループの事業は、自動化システムインテグレーションサービス事業のみ

の単一のセグメントであり、連結の見地からグルーピングを行い当社及び当社の

連結子会社を合わせて一つの資産グループとしております。但し、処分予定資産

及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

減損の兆候があると認められる場合には、資産又は資産グループから得られる

割引前将来キャッシュ・フローの総額を帳簿価額と比較することによって、減損

損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用

価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識さ

れます。

当連結会計年度における当該資産グループについて、営業損益が継続してマイ

ナスとなったことから減損の兆候があると判断し、減損損失の計上の要否につい

て検討を行いました。

検討の結果、当該資産グループについて、回収可能価額が固定資産の帳簿価額

を超えると判断されたため、減損損失は計上しておりません。

なお、処分予定資産及び遊休資産として個別にグルーピングされた資産につい

ては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。当連結会計年度の減損損失の金額は161,488千円でありま

す。
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(事業構造改善引当金)

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

事業構造改善引当金 207,757千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

事業構造改善引当金は、事業構造の改善に伴い発生することが見込まれる損失

に備えるため、当連結会計年度末で合理的に見積ることが可能なものについて、

翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。当該見積り

には、事業構造改善策に基づき実施する拠点の移転統廃合等の業務移管関連費用

及び試薬製造設備に関する補助金の返還見込みなどの仮定を用いております。

当社及び連結子会社は、発生が見込まれる事業構造改善費用について、必要か

つ十分な金額を計上していると考えておりますが、当該見積り及び当該仮定につ

いて、事業戦略の見直しや外部環境の変化等により見直しが必要となった場合、

翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

4. 追加情報

該当する事項はありません。

5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 「受取手形、売掛金及び契約資産」のうち、顧客との契約から生じた債権及

び契約資産の金額、並びに「流動負債」の「その他」のうち契約負債の金額は、

連結注記表「9.収益認識に関する注記（3）.1)契約資産及び契約負債の残高」に

記載しております。

(2) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物及び構築物 895,184千円

土地 212,469千円

計 1,107,653千円

担保付債務

短期借入金 500,000千円

１年内返済予定の長期借入金 63,200千円

長期借入金 227,130千円

計 790,330千円
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(3) 有形固定資産の減価償却累計額 3,148,114千円

(4) 圧縮記帳額

国庫補助金により固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のと

おりであります

建物及び構築物 991,649千円
機械装置及び運搬具 310,656千円

工具、器具及び備品 8,351千円

ソフトウエア 140,949千円

計 1,451,606千円

6. 連結損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分し

て記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表「9.

収益認識に関する注記 （1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記

載しております。

(2)国庫補助金

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金の交付に係るもので

あります。

(3)減損損失

当社グループは、当連結会計年度において減損損失を161,488千円計上してお

り、内訳は以下のとおりです。

場所 用途 種類 金額

秋田県横手市 試薬製造施設 建物及び構築物等 104,655千円

東京都新宿区 検査施設 建物及び構築物等 29,486千円

秋田県大館市 検証用装置 工具、器具及び備品 26,904千円

米国 事業用資産 工具、器具及び備品 442千円

当社グループの事業は、自動化システムインテグレーションサービス事業のみ

の単一のセグメントであり、連結の見地からグルーピングを行い当社及び当社の

連結子会社を合わせて一つの資産グループとしております。但し、処分予定資産

及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
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その結果、当連結会計年度末における事業の抜本的改善策の一環としての事業

拠点の統廃合等の過程における試薬製造施設及び検証用装置であった固定資産、

閉鎖を決定した検査施設は減損の兆候が認められたため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、売却が困難である

ことから回収可能価額を零として評価しております。

(4)固定資産圧縮損

国庫補助金に伴い固定資産の取得価額から直接減額したものであります。

(5)事業構造改善費用

事業の抜本的改善策の一環としての経営の効率化及び取引の見直しや選別等に

よって発生した、又は将来にわたり発生することが見込まれる棚卸資産の評価損

及び試薬製造設備に関する補助金の返還、原状回復費用等であります。

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 27,666,900株 －株 －株 27,666,900株

(2) 配当金支払額

該当する事項はありません。

(3) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

該当する事項はありません。

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来してい

ないものを除く）の目的となる株式の数

該当する事項はありません。
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8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余資については安全性の高い短期的な預金等によることと

しております。資金調達については自己資本、銀行借入によることとしており

ます。なお、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

2) 金融商品の内容及びそのリスク

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て短期間で決済されています。一

部外貨建営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

借入金は、主に設備投資及び開発活動を目的とした資金調達であり、このう

ち一部は金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを

目的とした金利スワップ取引であります。ヘッジの有効性の評価方法は、金利

スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評

価を省略しております。

3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、各担当部門が主要な取引先の状況を

定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、

財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループの売上高の大半は欧米のOEM先向けのものであり、その取引価

格は、ユーロ建、ドル建、円建のものが混在しております。現地生産・販売

を実施している製品を除き、価格に対する為替変動の影響については、概ね

その為替差損益について両社で折半し、取引価格に加減算する契約となって

おりますが、いずれにせよ為替変動の影響を受けるものとなっております。

なお、為替に係るデリバティブは利用しておりません。
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変動金利による借入金については、借入時に市場動向を考慮し、担当役員

の承認のもと実施しております。金利スワップ取引の執行・管理については、

取引権限を定めた社内規程に従って行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社グループは、営業取引等に基づく資金の収支及び設備投資予定に基づ

く支出予定を勘案して、担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新し、手

元資金に不足が生じないよう管理しております。

4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。

5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち72.1％が特定の大

口顧客に対するものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期借入金（*3） 566,633 565,448 △1,184

負債計 566,633 565,448 △1,184

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「未収消費税等」、「支払手形及び買掛金」、
「未払法人税等」及び「短期借入金」については現金であること及び短期間で決済されるもの
であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

(*2)市場価格のない株式等は上記表中には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 55,172

(*3)長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

― 35 ―

2024年08月26日 14時12分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 565,448 － 565,448

負債計 － 565,448 － 565,448

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含め

て記載しております(下記「長期借入金」参照)。
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長期借入金

長期借入金の時価のうち、変動金利によるものは、短時間で市場金利を反映

するため時価が帳簿価額に近似していることから、帳簿価額を時価としており

ます。また、固定金利によるものは、元利金の合計額と、当該債務の残存期間

及び信用リスクを加味した利率を基に、現在価値法により算定しております。

また、金利スワップの特例処理の対象とされている変動金利による長期借入金

は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

9. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは自動化システムインテグレーションサービス事業のみの単一セ

グメントとなるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、

製品及びサービスの種類別区分ごとに記載しております。

（単位：千円）

当連結会計年度

装置

ラボ(研究室)向け自動化装置 344,821

臨床診断装置 1,525,542

1,870,364

試薬・消耗品 1,430,443

メンテナンス関連 468,853

受託製造・受託検査 210,292

顧客との契約から生じる収益 3,979,954

その他の収益 －

外部顧客への売上高 3,979,954
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(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「1.連結計算書類の作成のための基本

となる重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 5）重要な収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロ

ーとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結

会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

1) 契約資産及び契約負債の残高

（単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 11,908 15,231

売掛金 763,863 525,345

775,772 540,576

契約資産 34,002 109,582

契約負債 3,069 1,123

契約資産は、受託開発契約について、期末時点で収益を認識した対価に対する

権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件に

なった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った対価であり、連結貸

借対照表において「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。契約負

債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれ

ていた額は3,069千円であります。
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2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取

引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関す

る情報の記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 149.93円

(2) １株当たり当期純損失 △40.59円
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純損失 △1,121,480千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失 △1,121,480千円

期中平均株式数 27,631,380株
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11. 重要な後発事象に関する注記

（連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却）

当社は、2024年８月14日に、会社法第370条(取締役会の決議に替わる決議)並びに当社

定款第27条第２項の規程に基づき、連結子会社であるユニバーサル・バイオ・リサー

チ株式会社（以下、「ＵＢＲ」といいます。）に関して、当社が保有するＵＢＲの全株

式を、同社の代表取締役である田島秀二氏に譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）

することについて決議いたしました。本株式譲渡に伴い、連結子会社であるＵＢＲは、

2025年６月期第３四半期より当社の連結子会社から除外されることとなる予定です。

（1）株式譲渡の理由

当社グループは2024年２月に事業再構築に係る経営方針を策定し、事業の抜本的改善

策の実行に取り組んでおります。その一環として、当社グループが保有する知的財産

の研究開発及び係る維持管理並びに財務体質の強化推進等を含む事業ポートフォリオ

を見直した結果、当社が保有するＵＢＲの全株式を譲渡することにいたしました。

（2）譲渡する子会社の概要

①事業の内容

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権の企画・立案・取得・管理・売

買・運用等

②資本金の額 35百万円

（3）譲渡の時期 2024年12月31日（予定）

（4）譲渡する株式の数、譲渡価額及び譲渡前後の取得株式の状況

①譲渡する株式の数 1,200株

②譲渡価額 60百万円

③譲渡前後の所有割合

譲渡前の議決権所有割合 100％

譲渡後の議決権所有割合 －％

12. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

― 40 ―

2024年08月26日 14時12分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



貸 借 対 照 表
（2024年６月30日現在）

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 4,081,047 流 動 負 債 1,969,930

現 金 及 び 預 金 1,593,862 買 掛 金 448,126

受 取 手 形 1,699 短 期 借 入 金 831,320

売 掛 金 608,209 １年内返済予定の長期借入金 276,960

商 品 及 び 製 品 725,774 未 払 金 131,009

仕 掛 品 1,902 未 払 費 用 22,123

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 708,697 未 払 法 人 税 等 5,010

前 渡 金 46,410 前 受 金 1,123

前 払 費 用 53,356 預 り 金 5,226

未 収 入 金 27,153 賞 与 引 当 金 30,057

立 替 金 7 製 品 保 証 引 当 金 10,000

未 収 還 付 消 費 税 等 214,553 事 業 構 造 改 善 引 当 金 207,757

そ の 他 100,010 そ の 他 1,214

貸 倒 引 当 金 △590 固 定 負 債 294,737

固 定 資 産 1,851,567 長 期 借 入 金 289,673

有 形 固 定 資 産 1,354,916 繰 延 税 金 負 債 1,910

建 物 857,226 長 期 未 払 金 1,130

機 械 及 び 装 置 220,327 そ の 他 2,024

車 両 運 搬 具 0 負 債 合 計 2,264,667

工 具、 器 具 及 び 備 品 84,620 純 資 産 の 部

土 地 189,797 株 主 資 本 3,667,947

リ ー ス 資 産 2,944 資 本 金 100,000

無 形 固 定 資 産 132,710 資 本 剰 余 金 5,825,117

ソ フ ト ウ エ ア 132,637 資 本 準 備 金 13,833

そ の 他 72 そ の 他 資 本 剰 余 金 5,811,283

投 資 そ の 他 の 資 産 363,940 利 益 剰 余 金 △2,233,832

投 資 有 価 証 券 34,017 そ の 他 利 益 剰 余 金 △2,233,832

関 係 会 社 株 式 221,237 繰 越 利 益 剰 余 金 △2,233,832

出 資 金 11 自 己 株 式 △23,337

関 係 会 社 出 資 金 107,520

長 期 前 払 費 用 405

そ の 他 747 純 資 産 合 計 3,667,947

資 産 合 計 5,932,615 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,932,615
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損 益 計 算 書

（ 2023年７月１日から
2024年６月30日まで ）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

受 取 利 息

仕 入 割 引

受 取 配 当 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

為 替 差 損

支 払 手 数 料

そ の 他

経 常 損 失

特 別 利 益

国 庫 補 助 金

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損

固 定 資 産 除 却 損

関 係 会 社 株 式 評 価 損

減 損 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損

事 業 構 造 改 善 費 用

そ の 他

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

3,775,101

2,813,626

961,475

1,811,163

849,687

2,922

1,405

75,116

17,563 97,008

34,704

1,070

5,538

4,912 46,226

798,905

2,018,816 2,018,816

7,316

5,949

29,845

161,045

1,451,606

477,406

2,499 2,135,669

915,759

3,525

△1,694 1,831

917,591
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株主資本等変動計算書

（ 2023年７月１日から
2024年６月30日まで ）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2023 年 ７ 月 １ 日 残 高 4,643,722 13,833 1,267,561 1,281,395

事 業 年 度 中 の
変 動 額

資本金から剰余金への振替 △4,543,722 4,543,722 4,543,722

当 期 純 損 失

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中
の 変 動 額 合 計

△4,543,722 － 4,543,722 4,543,722

2024 年 ６ 月 30 日 残 高 100,000 13,833 5,811,283 5,825,117

株 主 資 本

純資産合計
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2023 年 ７ 月 １ 日 残 高 △1,316,241 △1,316,241 △23,334 4,585,541 4,585,541

事 業 年 度 中 の
変 動 額

資本金から剰余金への振替 －

当 期 純 損 失 △917,591 △917,591 △917,591 △917,591

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中
の 変 動 額 合 計

△917,591 △917,591 △2 △917,593 △917,593

2024 年 ６ 月 30 日 残 高 △2,233,832 △2,233,832 △23,337 3,667,947 3,667,947
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個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は原則として総平均法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ５～38年

機械及び装置 ４～８年

車両運搬具 ２年

工具、器具及び備品 ２～15年

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 引当金の計上基準

1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

2） 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

3） 製品保証引当金

製品の無償修理費用に備えるため、特定の製品について個別に算出した修理

費用の見込額を計上しております。

4） 事業構造改善引当金

事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を

計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

当社は自動化システムインテグレーションサービスの製造販売を主な事業とし、

完成した製品を顧客に販売することを主な履行義務としております。

国内販売は出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常

の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売について

は、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転し

た時点で収益を認識しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社はグループ通算制度を適用しております。
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2. 会計方針の変更

該当する事項はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記

(固定資産の減損損失)

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

当事業年度

有形固定資産 1,354,916

無形固定資産 132,710

投資その他の資産 405

減損損失（処分予定資産及び遊休資産） 161,045

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、自動化システムインテグレーションサービス事業のみを行っているこ

とから、全ての事業用資産について単一でグルーピングを行っております。但し、

処分予定資産及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っており

ます。

減損の兆候があると認められる場合には、資産又は資産グループから得られる

割引前将来キャッシュ・フローの総額を帳簿価額と比較することによって、減損

損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用

価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識さ

れます。

当事業年度における当該資産グループについて、営業損益が継続してマイナス

となったことから減損の兆候があると判断し、減損損失の計上の要否について検

討を行いました。

検討の結果、当該資産グループについて、回収可能価額が固定資産の帳簿価額

を超えると判断されたため、減損損失は計上しておりません。

なお、処分予定資産及び遊休資産として個別にグルーピングされた資産につい

ては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。当事業年度の減損損失の金額は161,045千円であります。

(事業構造改善引当金)

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

事業構造改善引当金 207,757千円
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(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

事業構造改善引当金は、事業構造の改善に伴い発生することが見込まれる損失

に備えるため、当事業年度末で合理的に見積ることが可能なものについて、翌事

業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。当該見積りには、事

業構造改善策に基づき実施する拠点の移転統廃合等の業務移管関連費用及び試薬

製造設備に関する補助金の返還見込みなどの仮定を用いております。

当社は、発生が見込まれる事業構造改善費用について、必要かつ十分な金額を

計上していると考えておりますが、当該見積り及び当該仮定について、事業戦略

の見直しや外部環境の変化等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降

の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

4. 追加情報

該当する事項はありません。

5. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物 836,746千円

土地 172,328千円

計 1,009,075千円

担保付債務

短期借入金 500,000千円

１年内返済予定の長期借入金 63,200千円

長期借入金 227,130千円

計 790,330千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,288,838千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 101,174千円

短期金銭債務 431,888千円
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(4) 圧縮記帳額

国庫補助金により固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のと

おりであります

建物 991,649千円
機械及び装置 310,656千円

工具、器具及び備品 8,351千円

ソフトウエア 140,949千円

計 1,451,606千円

6. 損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高

関係会社からの仕入高 358,902千円

関係会社に対する販売費及び一般管理費 269,953千円

営業取引以外の取引による取引高 96,747千円

(2)国庫補助金

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金の交付に係るもので

あります。

(3)減損損失

当社は、当事業年度において減損損失を161,045千円計上しており、内訳は以下

のとおりです。

場所 用途 種類 金額

秋田県横手市 試薬製造施設 建 物 104,655千円

秋田県大館市他 検証用装置 工具、器具及び備品 26,904千円

東京都新宿区 検査施設 建 物 29,486千円

当社は、自動化システムインテグレーションサービス事業のみを行っているこ

とから、全ての事業用資産について単一でグルーピングを行っております。但し、

処分予定資産及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っており

ます。
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その結果、当事業年度における事業の抜本的改善策の一環としての事業拠点の

統廃合等の過程における試薬製造施設及び検証用装置であった固定資産、閉鎖を

決定した検査施設は減損の兆候が認められたため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額しております。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、売却が困難である

ことから回収可能価額を零として評価しております。

(4)固定資産圧縮損

国庫補助金に伴い有形固定資産の取得価額から直接減額したものであります。

(5)事業構造改善費用

構造改善の実施による経営の効率化及び取引の見直しや選別等によって発生し

た、又は将来にわたり発生することが見込まれる棚卸資産の評価損及び試薬製造

設備に関する補助金の返還、原状回復費用等であります。

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:株)

株式の種類
当事業年度

期首株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

自己株式 普通株式 35,516 11 － 35,527
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8. 税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 1,226,778千円

減価償却超過額（減損損失含む） 154,161千円

関係会社株式評価損 70,774千円

事業構造改善引当金 69,765千円

土地 38,586千円

賞与引当金 10,093千円

製品保証引当金 3,358千円

未払事業所税等 5,162千円

未払社会保険 1,972千円

棚卸資産評価損 198,618千円

その他 22,518千円

繰延税金資産小計 1,801,788千円

税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額 △1,226,778千円

将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 △575,009千円

評価性引当額小計 △1,801,788千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

その他 △1,910千円

繰延税金負債合計 △1,910千円

繰延税金負債の純額 △1,910千円

(2)法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適

用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告42号 2021年８月

12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会

計の会計処理並びに開示を行っております。
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9. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
又 は
出資金

事業の
内 容

議決権
の所有
(被所
有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
エヌピー
エス㈱

秋田県
大館市

80,000千円
当社製品
の製造

直接
100.0％

兼任
2人

当社製品
の製造

当社製品の
購入(注1)

358,902 買掛金
78,697

担保の受入
(注2)

260,330 - -

資金の貸付
受取利息
(注3)

100,000
747

短期貸付金
未収入金

100,000
213

子会社

Precision
System
Science
USA,
Inc.

米国
カリフ

ォルニア
州

US$6,579,537.95 米国
販売

直接
100.0％

兼任
2人

当社製品
の米国市
場向け販

売

資金の借入
支払利息
(注4)

193,368
3,357

短期借入金
未払費用

193,368
902

子会社

Precision
System
Science
Europe
GmbH

ドイツ
マインツ

市
EUR1,000,000.00 欧州

販売
直接

100.0％
兼任
1人

当社製品
の欧州市
場向け販

売

資金の借入
支払利息
(注4)

137,952
2,203

短期借入金
未払費用

137,952
603

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 当社製品の購入価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
(注2) 当社の銀行借入に対して、担保資産の提供を受けております。
(注3) 関係会社貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定された利率に基づき、

取引を行っております。
(注4) 関係会社借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定された利率に基づき、

取引を行っております。

10. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 132.75円

(2) １株当たり当期純損失 △33.21円
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失 △917,591千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純損失 △917,591千円

期中平均株式数 27,631,380株
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11. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「1.重要な会計方針に係る事項に関す

る注記(4)重要な収益及び費用の計上基準 」に記載のとおりであります。

12. 重要な後発事象に関する注記

（連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却）

連結注記表「11.重要な後発事象に関する注記(連結範囲の変更を伴う子会社株

式の売却)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

13. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年８月29日

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
取締役会 御中

ＯＡＧ監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 今 井 基 喜

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 上 敬

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 橋 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、プレシジョン・システム・サイエンス株

式会社の2023年７月１日から2024年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、プレシジョン・システム・サイエンス株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年８月29日

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
取締役会 御中

ＯＡＧ監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 今 井 基 喜

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 上 敬

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 橋 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、プレシジョン・システム・サイエ

ンス株式会社の2023年７月１日から2024年６月30日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以上
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監査役会の監査報告

監査役会の監査報告書

当監査役会は、2023年７月１日から2024年６月30日までの第39期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取

締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＯＡＧ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人ＯＡＧ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年８月29日

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 部 屋 健太郎 ㊞

社 外 監 査 役 本 島 佳代子 ㊞

社 外 監 査 役 鈴 木 泰 浩 ㊞

以上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役４名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（７名）は、任期満了となりますので、取締役

４名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふり

名
がな

（生年月日）
略歴、地位及び担当並びに
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１
杉
すぎやま

山 悠
ゆう

(1986年３月12日生)

2015年５月 当社入社

― 株

管理本部付ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社出向

2018年10月 当社営業部事業戦略室長

2022年７月 当社営業統括部長

2023年４月 当社執行役員 営業統括部長（現任）

２
狩
かりなが

長 亮二
りょうじ

(1980年６月20日生)

2005年４月 当社入社 研究開発本部開発第一部

― 株

2011年７月 当社研究開発本部開発第一部マネージャー

2015年６月 栄研化学株式会社入社

2020年７月 当社入社 学術部長補佐

2022年11月 藤森工業株式会社入社

2024年８月 藤森工業株式会社退職

３ 木
き む ら

村 進
すすむ

(1967年８月11日生)

1996年４月 当社入社 技術室

15,600株

2017年12月 当社生産管理部製造管理課品質グループリーダー

2019年１月 当社技術開発部長代理

2019年７月 当社技術統括部長代理 エレキ設計部長

2023年11月 当社技術統括部長（現任）

４
荻
おぎはら

原 大輔
だいすけ

(1971年５月14日生)

1994年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有

限責任監査法人）入所

― 株

1998年５月 公認会計士登録

2002年１月 荻原公認会計士事務所開設（現任）

2002年５月 税理士登録

2007年９月 当社監査役

2019年９月 当社常勤監査役

エヌピーエス株式会社監査役（現任）

2020年９月 当社取締役（現任）

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. エヌピーエス株式会社と当社とは営業取引等があります。
3. 荻原大輔氏は、社外取締役候補者であります。荻原大輔氏の社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって４年となります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引
所が定める独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再
任された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

4. 荻原大輔氏を社外取締役候補者とした理由及び選任された場合に果たすことが期待される
役割は、会社経営に関して有する豊富な専門的知見を、当社の経営に活かすことでありま
す。
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5. 当社は、荻原大輔氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、４百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。本議案が承認可決さ
れ、同氏が社外取締役に再任された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であり
ます。

6. 当社は、候補者が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役
員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより被保険者が
負担することになる損害等を300百万円を限度として填補することとしております。また、
当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

第２号議案 監査役１名選任の件

2024年１月31日をもって、常勤監査役であった高橋達雄氏が退任いたしました。

つきましては、コーポレート・ガバナンス体制の維持向上のため、新たに監査役１

名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏
ふり

名
がな

（生年月日）
略 歴、 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

清
し み ず

水 徹
とおる

(1956年10月８日生)

2001年４月 当社入社 技術管理部購買室長

― 株

2005年７月 当社品質保証部長

2011年２月 ジェネテイン㈱取締役 当社品質保証部長

2014年９月 ジェネテイン㈱取締役 当社生産統括本部長

2016年７月 当社生産本部長

2017年12月 当社技術開発部長補佐

2019年７月 当社製品サポート部長補佐

2020年７月 当社顧問

2021年10月 当社退職

(注) 1. 監査役候補者清水徹氏と当社との間には、2021年11月より業務委託契約を締結しておりま
すが、当該契約は2024年９月26日をもって期間満了により終了するものであります。

2. 清水徹氏は常勤監査役候補者であります。
3. 清水徹氏を監査役候補者として選任した理由は、特に当社において品質保証、技術開発、

製品サポートなどの重要な部門において豊富な経験を有し、当社の業務全般を広範囲に理
解しておられることによります。また、清水徹氏は、管理職としての知見も豊富に有して
おられることから、当社の監査の適切な実施、及び監査機能の強化並びに企業ガバナンス
の向上に資する上で大きな強みを発揮していただけるものと判断したためです。

4. 当社は、候補者が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の
役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより被保険者
が負担することになる損害等を300百万円を限度として填補することとしております。ま
た、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
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第３号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるＯＡＧ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任となります。

監査役会がＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理

由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査報

酬水準であること、会計監査人としての品質管理体制・専門性・独立性等を総合的に

勘案した結果、適任であると判断したためです。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

名称 ＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人

主たる事業所の所在地
東京都台東区元浅草三丁目７番１号
住友不動産上野御徒町ビル９階

沿革

2005年５月 明誠監査法人設立
2010年２月 ＨＬＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌに加盟
2014年８月 有限責任監査法人移行に伴い、明誠有限

責任監査法人へ名称変更
2019年10月 ＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人へ

名称変更

概要

出資金 26,400千円
構成人員 社員（公認会計士） ６名

職員（公認会計士） ３名
職員（監査補助職員）24名
職員（その他） ２名
合計 35名

関与法人数 70社
（2024年６月30日現在）

(注)ＨＬＢ Ｍｅｉｓｅｉ有限責任監査法人が原案どおり選任された場合、当社と同監査法人は会社

法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予

定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、４百万円又は法令が規定する額のいず

れか高い額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行に

ついて善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

以上
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●交番 国立西洋
美術館

東京文化会館

駐車場入口

公園口

正面口

不忍口

日本芸術院日本芸術院

上野の森
美術館

グラウンド駐車場
時の鐘時の鐘

不忍池

弁天堂弁天堂

水上動物園

Ｐ出口

ＰＰ

ＰＰ

清水観音堂

西郷像

京成
上野駅
京成
上野駅

交番

マルイ
シティ
マルイ
シティ

地下鉄日比谷線
銀座線

地下鉄日比谷線
銀座線

広小路口

韻松亭韻松亭

●

●

ＪＲ上野駅

<ご案内 >

上野精養軒

五條天神五條天神

株主総会会場ご案内図

●本総会において、お土産の配布、飲料の提供はいたしません。

（会場）東京都台東区上野公園４番58号
上野精養軒 ３階 桜の間
TEL 03-3821-2181

（交通）
① JR上野駅公園口 ………徒歩５分
② 京成上野駅 ………徒歩５分
③ 地下鉄上野駅 ………徒歩５分
④ JR御徒町駅・地下鉄上野御徒町駅………徒歩12分

駐車場には限りがございますので、公共交通機関のご利用をお願い申し
上げます。
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